
高知県看護師等養成所運営費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、高知県補助金等交付規則（昭和 43 年高知県条例第７号。以下「規則」という。）第

24 条の規定に基づき、高知県看護師等養成所運営費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必
要な事項を定めるものとする。 

 
（補助目的） 

第２条 この補助金は、県が、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号。以下「法」という。）に基
づき指定を受けた保健師、助産師、看護師及び准看護師学校又は養成所（以下「看護師等養成所」とい
う。）に対し、保健師、助産師、看護師及び准看護師（以下「看護師等」という。）の養成を行うため
に必要とする運営経費を予算の範囲内で補助することにより、その教育内容の向上並びに看護職員の資
質の向上を図り、もって県内における看護師等の充足による医療の確保と県民の健康健康づくりの推進
に寄与することを目的とする。 

 
（補助対象事業） 

第３条 県は、次に掲げる者（以下「補助事業者」という。）が行う看護師等養成所（学校教育法（昭和 22
年法律第 26 号）第１条に規定する学校を除く。）の運営事業に要する経費に対して補助する。ただし、
県との協定により遠隔授業を行う施設（以下「サテライト教室」という。）の運営事業に要する費用につ
いては、それ以外の費用と区分して補助対象とする。 
(１) 社会福祉法人 
(２) 国家公務員共済組合及びその連合会 
(３) 健康保険組合及びその連合会 
(４) 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 
(５) 学校法人及び準学校法人 
(６) 医療法人 
(７) 一般社団法人及び一般財団法人 
(８) 独立行政法人 

２ 前項第６号及び第７号に掲げる者に補助する場合は、学校教育法第130条第１項の規定による専修学
校の認可又は同法第134条第２項の規定により読み替えて準用する同法第４条第１項前段の規定による
各種学校の認可を受けることのできる者に限るものとする。ただし、助産師養成所及び看護師養成所２
年課程（通信制）にあっては、この限りでない。 

 
（補助対象経費及び補助額の範囲） 

第４条 前条に規定する補助対象事業（以下「補助事業」という。）の補助額は、別表第１の第１欄に定め
る基準額と同表の第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附
金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額に別表第３に定める乗じる率を乗じて得
た額とし、予算の範囲内で補助する。ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数を生じた場合は、こ
れを切り捨てるものとする。 

２ 前条に規定するサテライト教室の補助額は、別表第４に定める額とする。 
 



（補助金の交付の申請） 
第５条 規則第３条第１項の補助金等交付申請書は、別記第１号様式によるものとし、補助事業者は、知

事に提出しなければならない。 
 

（補助金の交付の決定） 
第６条 知事は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助

事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認める
ときを除く。 
(１) 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成22年高知県条例第36号。以下この条において「暴排条例」

という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員等（暴
排条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下この条において同じ。）であるとき。 

(２) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 
(３) その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問そ

の他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又
はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっ
ては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この条において同じ。）が暴
力団員等であるとき。 

(４) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 
(５) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 
(６) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 
(７) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産

上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関
与したとき。 

(８) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であ
ることを知りながら、これを利用したとき。 

(９) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損
害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
 

（補助の条件） 
第７条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

(１) 補助事業に要する経費の配分を変更する場合には、別記第２号様式の変更承認申請書を提出し、
知事の承認を受けなければならないこと。ただし、補助金額に変更がない場合は、この限りでない。 

(２) 補助事業の内容等を変更する場合（事業計画の著しい変更、補助金額の増額又は20パーセントを
超える減額をいう。）は、別記第２号様式の変更申請書を提出し、知事の承認を受けなければならな
いこと。 

(３) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。 
(４) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第２号様式の変更承認申請書を提出し、速やかに

知事の承認を受けなければならないこと。 
(５) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告して、その指示を受けなければなら

ないこと。 



(６) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）第14条第１項第２
号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、補助金の
交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。 

(７) 前号の規定により知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入
の全部又は一部を県に納入させることがあること。 

(８) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良
な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。 

(９) 補助金及び補助事業に係る証拠書類等の管理については、補助事業に係る収入及び支出を明らか
にした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補
助事業の完了後５年間保管しておかなければならないこと。 

(10) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等（補助対象経費
に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕
入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律
第226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなけ
ればならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについて
は、この限りでない。 

(11) 補助事業者は、前号ただし書の規定により交付申請した場合は、第11条第１項の実績報告書を提
出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その
金額を速やかに別記第３号様式により知事に報告するとともに、当該金額を知事に返還しなければな
らない。 

(12) 補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならないこと。 
(13) 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知県条例第１号）に基づく

開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開
示するものとすること。 

(14) 県税の滞納がないこと。 
(15) 補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号のいずれかに該当すると認められるものを契約

の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。 
 

（補助金の交付の決定の取消し） 
第８条 知事は、補助事業者（間接補助事業者を含む。）が第６条ただし書各号のいずれかに該当すると

認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
 

（情報の開示） 
第９条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知県条例第１号）に基づく

開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示
するものとする。 

 
（グリーン購入） 

第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン
購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。 



 
（実績報告） 

第11条 規則第11条第１項の補助事業等実績報告書は、別記第４号様式によるものとし、正１通及び副２
通を当該年度の３月31日までに提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の４
月10日までとする。 

２ 補助事業者は、第７条第10号ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に
当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額
して報告しなければならない。 

 
附則 
１ この要綱は、昭和56年８月25日から施行し、昭和56年４月１日から適用する。 
２ この要綱は、令和12年５月31日限りその効力を失う。ただし、この要綱に基づき補助された補助金

に係る第７条第６号から第11号及び第９条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。 
附則 

この要綱は、昭和57年８月20日から施行し、昭和57年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、昭和59年８月31日から施行し、昭和59年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、昭和60年９月12日から施行し、昭和60年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成元年11月７日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成２年12月25日から施行し、平成２年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成３年５月９日から施行し、平成３年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成４年５月８日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成５年５月８日から施行し、平成５年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成６年11月１日から施行し、平成６年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成７年10月31日から施行し、平成７年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成８年９月18日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成９年９月12日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成10年10月５日から施行し、平成10年４月１日から適用する。 
附則 

この要綱は、平成11年10月22日から施行し、平成11年４月１日から適用する。 



附則 
この要綱は、平成13年１月12日から施行し、平成12年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成13年12月25日から施行し、平成13年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成15年２月20日から施行し、平成14年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成16年１月９日から施行し、平成15年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成17年３月10日から施行し、平成16年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成18年２月８日から施行し、平成17年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成19年１月４日から施行し、平成18年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成20年10月14日から施行し、平成20年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成20年３月26日から施行し、平成20年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成21年６月８日から施行し、平成21年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成23年５月23日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成24年５月29日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成26年４月24日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成27年４月14日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 
この要綱は、平成29年３月29日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 
１ この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 
２ 第５条による申請は、この要綱の施行日前において行うことができる。 
附則 

この要綱は、令和２年３月９日から施行する。 
附則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
附則 

この要綱は、令和８年３月24日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める



日から適用する。 
（１）別表第１ 令和７年４月１日 
（２）第３条第１項ただし書、第４条第２項、別表第４及び別表第５ 令和８年４月１日 



別表第１（第３条関係） 
 １ 基準額 ２ 対象経費
  

看護師等養成所運営事業 
次に掲げる課程ごとの基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額 

 
１ 保健師養成所 
(１)基準額Ａ 

ア、イ、ウ及びエの合計額に別表第２に定める調整率を乗じて得た額 

 
(２)基準額Ｂ 

ア及びイの合計額 

 
 
２ 助産師養成所 
（１年間で教育を行うもの） 
(１)基準額Ａ 

ア、イ、ウ及びエの合計額に別表第２に定める調整率を乗じて得た額 

 
看護師等養成所の運営に必要な次に掲げ
る経費 
 
１ 教員経費 
 (１) 専任教員給与費 
 (２) 専任教員人当庁費、需用費（消耗

品費及び印刷製本費）、備品購入費、
役務費（通信運搬費）及び福利厚生費 

 (３) 部外講師謝金 
 (４) 委託料（(1)から(3)までに掲げる

ものに該当するものとする｡） 
 
２ 事務職員経費 
 (１) 専任事務職員給与費 
 (２) 委託料（(1)に掲げるものに該当す

るものとする｡) 
 
３ 生徒経費 
 (１) 事業用教材費 
 (２) 臨床実習経費（消耗器材に要する

経費） 
 (３) 委託料（(1)及び(2)に掲げるもの

に該当するものとする｡） 
 
４ 実習施設謝金 
 (１) 報償費(実習施設謝金) 
 (２) 委託料（(1)に掲げるものに該当す

るものとする。） 
 
５ へき地等の地域における養成所に対

する重点的支援事業実施経費 
 (１) 実習体制支援経費（賃金、需用費

（燃料費、消耗品費及び修繕費）、役
務費（保険料及び手数料）、備品購入
費（単価30万円未満の備品に限る。）
並びに使用料及び賃借料 

 (２) 看護職員養成確保促進経費（旅費、
需用費（印刷製本費及び食糧費（会議
費））、役務費（通信運搬費）並びに
使用料及び賃借料 

 (３) 委託料（(1)及び(2)に該当するも
のとする。）

 項  目 金 額
 ア 養成所１箇所当たり 9,070,000 円
 イ 総定員（注１）が 20 人を超える養成所におい

て、専任教員分として定員 20 人増すごとに
2,061,000 円

 ウ 事務職員分（注２）として１箇所当たり 536,000 円
 エ 生徒数（注３）に１人当たり乗じる金額 13,000 円

 項  目 金 額
 ア 新任看護教員研修事業（注４）実施施設につい

て受講者１人当たり
34 万円

 イ 看護教員養成講習会参加促進事業（注４）実施
施設について受講者１人当たり

147,000 円

 項  目 金 額
 ア 養成所１箇所当たり 9,070,000 円
 イ 総定員（注１）が 20 人を超える養成所におい

て、専任教員分として定員 20 人増すごとに
2,061,000 円

 ウ 事務職員分（注２）として１箇所当たり 536,000 円
 エ 生徒数（注３）に１人当たり乗じる金額 142,000 円



 １ 基準額 ２ 対象経費
  

(２)基準額Ｂ 
ア、イ及びウの合計額 

 
（２年間で教育を行うもの） 
(１)基準額Ａ 

ア、イ、ウ及びエの合計額に別表第２に定める調整率を乗じて得た額 

 
(２)基準額Ｂ 

ア、イ及びウの合計額 

 
６ 新任看護教員研修事業実施経費 

部外講師謝金、部外講師旅費、需用費
（消耗品費、印刷製本費及び会議費）、
役務費（通信運搬費及び雑役務費）及び
備品購入費 

 
７ 看護教員養成講習会参加促進事業実

施経費 
部外講師謝金、部外講師旅費及び代

替教員雇上経費 
 
８ 助産師学生実践能力向上事業実施経

費 
部外講師謝金、旅費、需用費（消耗品

費、印刷製本費及び会議費）、役務費（通
信運搬費及び雑役務費）、備品購入費並
びに使用料及び賃借料 

 (注) 専任教員とは､保健師助産師看護師
学校養成所指定規則（昭和26年文
部・厚生省令第１号）第２条第４号、
第３条第４号、第４条第１項第４号、
同条第２項第４号又は第５条第４号
に規定する保健師、助産師又は看護
師の資格を有する専任教員をいう。 

 項  目 金 額
 ア 新任看護教員研修事業（注４）実施施設につい

て受講者１人当たり
34 万円

 イ 看護教員養成講習会参加促進事業（注４）実施
施設について受講者１人当たり

147,000 円

 ウ 助産師学生実践能力向上事業（注４）実施施設
について１箇所当たり

451 万円

 項  目 金 額
 ア 養成所１箇所当たり 4,535,000 円
 イ 総定員（注１）が 20 人を超える養成所におい

て、専任教員分として定員 20 人増すごとに
1,030,000 円

 ウ 事務職員分（注２）として１箇所当たり 268,000 円
 エ 生徒数（注３）に１人当たり乗じる金額 142,000 円

 項  目 金 額
 ア 新任看護教員研修事業（注４）実施施設につい

て受講者１人当たり
34 万円

 イ 看護教員養成講習会参加促進事業（注４）実施
施設について受講者１人当たり

147,000 円

 ウ 助産師学生実践能力向上事業（注４）実施施設
について１箇所当たり

451 万円



 １ 基準額 ２ 対象経費
  

３ 看護師（３年課程）養成所 
（全日制） 
(１)基準額Ａ 

ア、イ、ウ、エ、オ及びカの合計額に別表第２に定める調整率を乗じ
て得た額 

 
(２)基準額Ｂ 

ア及びイの合計額 

 
（全日制であって４年間で教育を行うもの及び定時制） 
(１)基準額Ａ 

ア、イ、ウ、エ及びオの合計額に別表第２に定める調整率を乗じて得
た額 

 項  目 金 額
 ア 養成所１箇所当たり 17,751,000 円
 イ 統合カリキュラム実施施設 7,419,000 円
 ウ 総定員（注１）が 120 人を超える養成所におい

て、専任教員分として定員 30 人増すごとに
2,061,000 円

 エ 事務職員分（注２）として１箇所当たり 536,000 円
 オ 生徒数（注３）に１人当たり乗じる金額 16,000 円
 カ へき地等の地域における養成所に対する重

点的支援事業（注４）実施施設１箇所当たり
1,087,000 円

 項  目 金 額
 ア 新任看護教員研修事業（注４）実施施設につい

て受講者１人当たり
34 万円

 イ 看護教員養成講習会参加促進事業（注４）実施
施設について受講者１人当たり

147,000 円

 項  目 金 額
 ア 養成所１箇所当たり 13,313,000 円
 イ 総定員（注１）が 120 人を超える養成所におい

て、専任教員分として定員 30 人増すごとに
1,546,000 円

 ウ 事務職員分（注２）として１箇所当たり 402,000 円
 エ 生徒数（注３）に１人当たり乗じる金額 16,000 円
 オ へき地等の地域における養成所に対する重

点的支援事業（注４）実施施設１箇所当たり
1,087,000 円



 １ 基準額 ２ 対象経費
  

(２)基準額Ｂ 
ア及びイの合計額 

 
 
４ 看護師（２年課程）養成所 
（全日制） 
(１)基準額Ａ 

ア、イ、ウ、エ及びオの合計額に別表第２に定める調整率を乗じて得
た額 

 
(２)基準額Ｂ 

次のア及びイの合計額 

 項  目 金 額
 ア 新任看護教員研修事業（注４）実施施設につい

て受講者１人当たり
34 万円

 イ 看護教員養成講習会参加促進事業（注４）実施
施設について受講者１人当たり

147,000 円

 項  目 金 額
 ア 養成所１箇所当たり 15,265,000 円
 イ 総定員（注１）が 80 人を超える養成所におい

て、専任教員分として定員 30 人増すごとに
2,061,000 円

 ウ 事務職員分（注２）として１箇所当たり 536,000 円
 エ 生徒数（注３）に１人当たり乗じる金額 18,000 円
 オ へき地等の地域における養成所に対する重

点的支援事業（注４）実施施設１箇所当たり
1,004,000 円

 項  目 金 額
 ア 新任看護教員研修事業（注４）実施施設につい

て受講者１人当たり
34 万円

 イ 看護教員養成講習会参加促進事業（注４）実施
施設について受講者１人当たり

147,000 円



 １ 基準額 ２ 対象経費
  

（定時制） 
(１)基準額Ａ 

ア、イ、ウ、エ及びオの合計額に別表第２に定める調整率を乗じて得
た額 

 
(２)基準額Ｂ 

ア及びイの合計額 

 
（通信制） 
(１)基準額Ａ 

ア、イ、ウ、エ及びオの合計額に別表第２に定める調整率を乗じて得
た額 

 項  目 金 額
 ア 養成所１箇所当たり 11,449,000 円
 イ 総定員（注１）が 120 人を超える養成所におい

て、専任教員分として定員 30 人増すごとに
1,546,000 円

 ウ 事務職員分（注２）として１箇所当たり 402,000 円
 エ 生徒数（注３）に１人当たり乗じる金額 18,000 円
 オ へき地等の地域における養成所に対する重

点的支援事業（注４）実施施設１箇所当たり
1,004,000 円

 項  目 金 額
 ア 新任看護教員研修事業（注４）実施施設につ

いて受講者１人当たり
34 万円

 イ 看護教員養成講習会参加促進事業（注４）実
施施設について受講者１人当たり

147,000 円

 項  目 金 額
 ア 養成所１箇所当たり 17,950,000 円
 イ 総定員（注１）が 500 人を超える養成所におい

て、専任教員分として定員 100 人増すごと
に

2,061,000 円

 ウ 総定員（注１）が 500 人を超える養成所におい
て、添削指導員分として定員 100 人増すご
とに

1,835,000 円

 エ 事務職員分（注２）として 536,000 円
 オ 生徒数（注３）に１人当たり乗じる金額 4,000 円



 １ 基準額 ２ 対象経費
  

(２)基準額Ｂ 
ア及びイの合計額 

 
 
５ 准看護師養成所 
(１)基準額Ａ 

ア、イ、ウ、エ及びオの合計額に別表第２に定める調整率を乗じて得
た額 

 
(2)基準額Ｂ 
ア及びイの合計額 

 
(注１) 総定員は、生徒が在籍しない学年も含む全学年の定員数とする。 
(注２) 事務職員は、１学年定員80人以上の養成所において、庶務、会

計、教務、図書管理等の事務に２人以上専任としての位置付けが
なされている場合に限る。 

(注３) 生徒数は、当該年度の４月15日現在における人員又は生徒が実
在する学年の定員のいずれか少ない方とする。ただし、サテライ
ト教室に在籍する生徒を除く。 

(注４) へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業、新任
看護教員研修事業、看護教員養成講習会参加促進事業及び助産師
学生実践能力向上事業は、別表第５のとおりとする。

 項  目 金 額
 ア 新任看護教員研修事業（注４）実施施設につ

いて受講者１人当たり
34 万円

 イ 看護教員養成講習会参加促進事業（注４）実
施施設について受講者１人当たり

147,000 円

 項  目 金 額
 ア 養成所１箇所当たり 8,866,000 円
 イ 総定員（注１）が 80 人を超える養成所におい

て、専任教員分として定員 30 人増すごとに
2,061,000 円

 ウ 事務職員分（注２）として１箇所当たり 536,000 円
 エ 生徒数（注３）に１人当たり乗じる金額 13,000 円
 オ へき地等の地域における養成所に対する重

点的支援事業（注４）実施施設１箇所当たり
973,000 円

 項  目 金 額
 ア 新任看護教員研修事業（注４）実施施設につ

いて受講者１人当たり
34 万円

 イ 看護教員養成講習会参加促進事業（注４）実
施施設について受講者１人当たり

147,000 円



別表第２ 

 
（注）生徒が在籍しない学年を除く全学年の定員数とする。 
 

 
看 護 師 等 養 成 所 の 定 員 数 調  整  率

 
定員 181 人以上 0.92

 
定員 161 人以上 180 人以下 0.94

 
定員 121 人以上 160 人以下 1.00

 
定員 81 人以上 120 人以下 1.02

 
定員 80 人以下 1.04



別表第３ 

 
（注１）別表第１の第１欄に定めた各看護師等養成所の１から５における合計額に対して、別表第３の第

１欄に定める率を乗じること。 
（注２）県内就職率は、各看護師等養成所の県内就職割合（県内就職者数÷全就職者数）とする。 

ただし、就職者数への計上は、看護師養成所については看護師として、准看護師養成所について
は准看護師として、それぞれ就職した者に限る。 

（注３）既卒者が存在しない各看護師等養成所は、乗じる率を 1.00 とする。 
 
 

 

 看護師等養成所の前々年度 
新規卒業者の県内就職率

乗 じ る 率

 
定着率 65％未満 0.85

 
定着率 65％以上 70％未満 0.88

 
定着率 70％以上 75％未満 0.91

 
定着率 75％以上 80％未満 0.94

 
定着率 80％以上 85％未満 0.97

 
定着率 85％以上 1.00



別表第４ 
 
ア及びイの合計額と 23,000,000 円とを比較していずれか少ない額 
 

 
（注）総定員は、生徒が在籍しない学年も含む全学年の定員数とする。 

 
ア 総定員（注）と当該年度の４月１日時点の在学者数の差に 1,200,000 円を乗じた額

 
イ 当該年度の４月１日時点の在学者数に 200,000 円を乗じた額



別表第５ 
（１）へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業 

ア 目的 
この事業は、へき地等の地域及び看護職員不足地域に所在する看護師及び准看護師養成所における

実習体制の支援及び学生募集、就職相談等地域の医療機関等との協力、連携体制の構築を支援し、そ
れらの地域の看護職員の確保に資することを目的とする。 

 
イ 実施主体 

この事業の実施主体は、保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号）により指定を受けた保
健師、助産師、看護師及び准看護師の学校又は養成所（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条
に規定する学校は除く。）のうち、社会福祉法人（社会福祉法人恩賜財団済生会及び社会福祉法人北海
道社会事業協会を除く）（以下「看護師等養成所」という。）、国家公務員共済組合及びその連合会、健
康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、学校法人及び準学校法
人、医療法人、一般社団法人及び一般財団法人並びにその他都道府県知事の認める者とする。ただし、
医療法人並びに一般社団法人及び一般財団法人については、学校教育法第 124 条の規定による専修学
校又は同法第 134 条の規定による各種学校の認可を受けている者に限るものとする。 

 
ウ 事業内容 

次に掲げる地域における看護師及び准看護師養成所の実習を効率的、効果的に行うため、実習施設
への交通手段の借上げ等を行い、実習体制の充実を図り資質の高い看護職員の養成を図るとともに、
併せて、当該地域における看護職員の確保を図るため、学生募集、就職相談等地域の実情に即した取
り組みを行うものとする。 
（ア）へき地等の地域 

人口５万人未満の市町村であって、次に掲げる地域とその区域内に有する市町村の区域に所在す
るものとする。ただし、市町村の合併の特例等に関する法律（平成 16 年法律第 59 号）の規定に基
づき、当該市町村の合併が平成 17 年度又は平成 18 年度に行われた場合にあっては当該市町村の合
併が行われた日の属する年度及びこれに続く９年度について、当該市町村の合併が平成 19 年度又
は平成 20 年度に行われた場合にあっては当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに
続く７年度について、当該市町村の合併が平成 21 年度に行われた場合にあっては当該市町村の合
併が行われた日の属する年度及びこれに続く５年度については、なお従前の例による。 
ａ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第５号）第２条第１項に規定する地域 
ｂ 離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第１項の規定により離島振興対策実施地域として指

定された離島の地域 
ｃ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第

88号）第２条第１項に規定する辺地 
ｄ 山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第７条第１項の規定により振興山村として指定された山

村 
（イ）看護職員不足地域 

一般病院の看護職員数が３：１未満の二次医療圏 
 
 



（２）新任看護教員研修事業 
ア 目的 

この事業は、看護師等養成所において、看護教員としての基礎がつくられる新任の専任教員（以下
「新任教員」という。）に対する研修体制の構築を促進することにより看護教員の質の確保・向上を
図ることを目的とする。 

（注）新任教員とは、専任教員として初めて看護師等養成所に就労する者をいう。 
 

イ 実施主体 
この事業の実施主体は、看護師等養成所（学校教育法第１条に規定する学校を除く。）のうち、社

会福祉法人（社会福祉法人恩賜財団済生会及び社会福祉法人北海道社会事業会を除く。）、国家公務
員共済組合及びその連合会、健康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体
連合会、学校法人及び準学校法人、医療法人、一般社団法人及び一般財団法人並びにその他都道府県
知事の認める者とする。ただし、医療法人並びに一般社団法人及び一般財団法人については、学校教
育法第124条の規定による専修学校又は同法第134条の規定による各種学校の認可を受けている者に
限るものとする。（助産師養成所及び看護師養成所２年課程（通信制）にあっては、この限りでない。） 

 
ウ 事業内容 

（ア）受講対象者は新任教員とする。また、他の看護師等養成所の新任教員を受け入れて実施するこ
とも可とする。 

（イ）研修内容については、新任教員に求められる能力（教育実践能力、学生指導能力、コミュニケ
ーション能力、看護実践能力等）に関する研修とし、次の表に掲げる研修内容を参考に実施する
こと。 

 

（参考）研修内容の例 

 
（３）看護教員養成講習会参加促進事業 

ア 目的 
この事業は、看護師等養成所において、既に教員となっている看護教員養成講習会（教務主任養成

講習会を含む。）未受講者の受講を促進し、看護職員の養成に携わる者として必要な知識、技術を修得
させ、看護教育の充実向上を図ることを目的とする。 

 

 研修項目 研修内容 研修方法
 教育実践能力 授業計画の立案、教育方法の検討等授業設計、方

法及び評価に関すること。
講義及び演習

 学生指導能力 学生把握、学習指導、生活指導、健康管理、個別
相談等の場面での指導方法に関すること。

講義及び演習

 コミュニケーション
能力

人間理解、人間関係構築、カウンセリング等の方
法に関すること。

講義及び演習

 看護実践能力 臨床現場における自らの専門領域及び担当領域で
の短期研修等による看護技術の実践及び最新の医
療知識の獲得に関すること。

講義、演習及び臨地
実習



イ 実施主体 
この事業の実施主体は、看護師等養成所（学校教育法第１条に規定する学校を除く。）のうち、社会

福祉法人（社会福祉法人恩賜財団済生会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。）、国家公務員
共済組合及びその連合会、健康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連
合会、学校法人及び準学校法人、医療法人、一般社団法人及び一般財団法人並びにその他厚生労働大
臣の認める者とする。ただし、医療法人並びに一般社団法人及び一般財団法人については、学校教育
法第 124 条の規定による専修学校又は同法第 134 条の規定による各種学校の認可を受けている者に
限るものとする。（助産師養成所及び保健師助産師看護師法により指定を受けた看護師２年課程（通信
制）の学校又は養成所（学校教育法第 1 条に規定する学校は除く。以下「看護師養成所２年課程（通
信制）」という。）にあっては、この限りでない。） 

 
ウ 事業内容 

平成 27 年１月６日医政発 0106 第６号厚生労働省医政局長通知「看護教員に関する講習会の実施要
領について」に基づき実施される専任教員養成講習会又は教務主任養成講習会に教員を受講させる看
護師等養成所を対象とする。 

 
（４）助産師学生実践能力向上事業  

ア 目的 
この事業は、助産師養成所における演習及び実習体制の充実を図り、質の高い助産師の養成を行う

ことを目的とする。 
 

イ 実施主体 
この事業の実施主体は、保健師助産師看護師法により指定を受けた助産師養成所（学校教育法第１

条に規定する学校を除く。）のうち、社会福祉法人（社会福祉法人恩賜財団済生会及び社会福祉法人北
海道社会事業会を除く。）、国家公務員共済組合及びその連合会、健康保険組合及びその連合会、国民
健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、学校法人及び準学校法人、医療法人、一般社団法人及び
一般財団法人並びにその他都道府県知事の認める者とする。 

 
ウ 事業内容 

助産師学生の実践能力向上を図るために実施する演習及び実習とし、次に掲げる内容を参考に実施
すること。 
〈演習・実習内容の例〉 

①妊娠期の診断能力を強化するために実施する 
・超音波検査の演習 
・妊娠期の事例を継続的に実習 

②分娩時の応急処置能力を強化するために実施する 
・新生児シミュレーターを用いたアセスメント演習 
・新生児救急シミュレーターを用いた救急時を想定した演習 

③女性のライフサイクルに合わせたケア能力を強化するために実施する 
・女性外来や不妊外来、思春期外来等の関連する外来等での実習 
・女性の性と生殖を目的とした健康教育及び保健指導に関する演習・実習


